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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　摩擦材が接着される被接着面を備える、鉄系金属製のプレッシャプレートの製造方法で
あって、
　ブラスト処理により、前記プレッシャプレートの少なくとも前記被接着面を粗面化する
とともに、該被接着面に存在する酸化皮膜を除去する粗面化工程と、
　前記粗面化工程よりも後に、真空乾燥、圧縮空気乾燥または熱風乾燥を実施する乾燥工
程と、
　前記乾燥工程後に、炭化水素系洗浄液で洗浄する仕上洗浄工程と、
　前記仕上洗浄工程後に、前記被接着面に酸化皮膜が再び形成されるよりも前か、あるい
は、形成されたとしても１μｍ未満の状態で、該プレッシャプレートをガス軟窒化処理す
る熱処理工程と、
を備える、プレッシャプレートの製造方法。
【請求項２】
　前記ブラスト処理として、ウェットブラストが用いられる、請求項１に記載のプレッシ
ャプレートの製造方法。
【請求項３】
　前記ブラスト処理として、ドライブラストが用いられ、かつ、前記粗面化工程後であっ
て、前記乾燥工程よりも前に、水道水あるいはアルカリ水溶液で洗浄する洗浄工程を備え
る、請求項１に記載のプレッシャプレートの製造方法。
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【請求項４】
　前記熱処理工程後のプレッシャプレートの前記被接着面の算術平均粗さＲａを１．５μ
ｍ～８．０μｍの範囲とし、かつ、十点平均粗さＲｚを１０μｍ～４０μｍの範囲とする
、請求項１～３のいずれかに記載のプレッシャプレートの製造方法。
【請求項５】
　前記被接着面のうち、最も突出した部分と最も凹んだ部分の高低差を５μｍ～５０μｍ
とする、請求項１～４のいずれかに記載のプレッシャプレートの製造方法。
【請求項６】
　前記ブラスト処理において、研磨材として粒度が＃２４～＃１００の範囲にあるグリッ
ドを使用し、エア圧を０．１ＭＰａ～０．５ＭＰａの範囲に、処理時間を１０秒～６００
秒の範囲にそれぞれ設定する、請求項１～５のいずれかに記載のプレッシャプレートの製
造方法。
【請求項７】
　前記グリッドとして、ホワイトアルミナ、褐色アルミナ、黒色炭化ケイ素、および、緑
色炭化ケイ素から選択される少なくとも１種を使用する、請求項６に記載のプレッシャプ
レートの製造方法。
【請求項８】
　前記ブラスト処理として、ウェットブラストが用いられ、かつ、前記グリッドのグリッ
ド濃度を５質量％～３０質量％とする、請求項６または７に記載のプレッシャプレートの
製造方法。
【請求項９】
　前記ガス軟窒化処理において、アンモニアガスと浸炭性ガスとからなる混合ガス雰囲気
を用い、処理温度を５００℃～５９０℃の範囲に、処理時間を０．１時間～４時間の範囲
に設定する、請求項１～８のいずれかに記載のプレッシャプレートの製造方法。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかの製造方法により得られたプレッシャプレートの被接着面に、
接着剤を介して、摩擦材を接着させることを特徴とする、ブレーキパッドの製造方法。
【請求項１１】
　鉄系金属製の母材と、該母材のうち摩擦材が接着される被接着面と、該母材の表面のう
ち、少なくとも前記被接着面に形成され、かつ、ハロゲン元素を含まない窒素拡散層と、
該窒素拡散層の上に形成され、算術平均粗さＲａが１．５μｍ～８．０μｍの範囲にあり
、かつ、十点平均粗さＲｚが１０μｍ～４０μｍの範囲にある窒素化合物層と、該窒素化
合物層の最表部に形成され、厚さが３．０μｍ～２０．０μｍの範囲にあるポーラス層と
を備える、プレッシャプレート。
【請求項１２】
　前記窒素化合物層の厚さは５μｍ～２５μｍである、請求項１１に記載のプレッシャプ
レート。
【請求項１３】
　前記窒素化合物のうち、最も突出した部分と最も凹んだ部分の高低差が５μｍ～５０μ
ｍである、請求項１２に記載のプレッシャプレート。
【請求項１４】
　請求項１１～１３のいずれかに記載のプレッシャプレートと、該プレッシャプレートの
被接着面に、接着剤を介して接着された摩擦材とからなる、ブレーキパッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車などのディスクブレーキに使用される、プレーキパッド、その主要部
品であるプレッシャプレート、並びにこれらの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　自動車などのディスクブレーキには、図４に示すようなブレーキパッド１が使用されて
いる。このブレーキパッド１は、鉄系金属製のプレッシャプレート２と、プレッシャプレ
ート２の表面に接着される摩擦材３とから構成される。
【０００３】
　このようなディスクブレーキでは、車輪とともに回転するディスクブレーキロータを挟
むようにブレーキパッド１が配置され、ブレーキパッド１をディスクブレーキロータに押
圧し、摩擦力を発生させることで制動力を得ている。このとき、ブレーキパッド１のプレ
ッシャプレート２と摩擦材３との間には大きなせん断力が作用するため、プレッシャプレ
ート２と摩擦材３との接着には、そのせん断力に耐え得る接着強度が要求される。
【０００４】
　このような要求を満足するための方法として、たとえば、プレッシャプレート２の表面
を、ドライブラストやウェットブラストなどのブラスト（表面研削）処理により粗面化し
、凹凸構造を有する表面形状とした上で、プレッシャプレート２と摩擦材３とを接着する
方法が知られている。このような凹凸構造が存在すると、プレッシャプレート２と摩擦材
３との接着時に、接着剤が凹部に入り込み、これによって得られるアンカー効果によって
高い接着強度が得られる。しかしながら、プレッシャプレート２と摩擦材３とをこのよう
な方法により接着した場合であっても、プレッシャプレート２と摩擦材３との接着界面に
錆が発生すると、接着強度が低下してしまうという問題がある。
【０００５】
　このため、粗面化した表面に化成処理を施してリン酸鉄皮膜を形成し、製造工程中にお
ける錆の発生を防止する一次防錆効果を向上させることが一般的に行われている。たとえ
ば、特開２００３－１４８５２８号公報には、特定のリン酸塩溶液に、特定の界面活性剤
やフッ素系洗浄剤などを加えた処理液と、平均粒径が３００μｍのアルミナ砥粒とを用い
て、エア圧を０．４５ＭＰａ、処理時間を２４０秒としてウェットブラスト処理をするこ
とにより、プレッシャプレートの表面の脱脂、粗面化およびリン酸鉄皮膜の形成を同時に
行う技術が記載されている。また、特許第４５６３２８５号公報にも、ドライブラスト処
理やウェットブラスト処理により、プレッシャプレートの表面を十点平均粗さＲｚで２０
μｍ程度に粗面化し、その後、化成処理によってプレッシャプレートの表面に、リン酸鉄
皮膜（皮膜重量＝０．６ｇ／ｍ2）などのリン酸塩皮膜を形成する技術が記載されている
。しかしながら、リン酸塩皮膜の形成のみでは、使用環境によっては、プレッシャプレー
トの表面に錆が発生し、摩擦材との接着強度が低下する場合があり、十分な耐食性（恒久
的な防錆効果）を確保することは困難である。また、特開２００３－１４８５２８号公報
に記載の技術では、洗浄液としてフッ素系洗浄剤を使用するため、安全面および環境保護
上の問題がある。一方、特許第４５６３２８５号公報に記載の技術は、高い接着強度を得
るためには、フェノール樹脂ノボラック変性ポリベンゾオキサシジン系樹脂などからなる
特定の接着剤を使用することが必須とされており、工業上広く利用するには限界がある。
【０００６】
　これに対して、特公昭５３－４７２１８号公報には、ウェットブラスト処理やリン酸塩
溶液による防錆処理を行わずに、プレッシャプレートを、吸熱変成ガスとアンモニアガス
とからなる混合ガス雰囲気中で、処理温度を５００℃～６５０℃、処理時間を０．５時間
～８時間としてガス軟窒化処理する技術が記載されている。この技術によれば、プレッシ
ャプレートの表面に、表面粗さ（ＪＩＳ　０６１０）が５μｍ～５０μｍのこぶ状あるい
は網目状の微細な突起をもった表面状態にあり、耐食性に優れる窒素化合物層を形成する
ことができるため、接着強度と耐食性を同時に向上させることができるとされている。し
かしながら、ガス軟窒化処理のみによって、プレッシャプレートの表面粗さを十分に改善
することは困難であり、通常は、その表面に細孔を形成するに留まるため、摩擦材との接
着強度を大幅に向上させることはできない。
【０００７】
　一方、特許第３１２４４３３号公報には、主としてシアン塩とシアン酸塩とを含み、シ
アン濃度が０．１％～６％の塩浴中、５７０℃～６１０℃の温度で４０分～１５０分処理
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する、塩浴軟窒化処理を行うことにより、プレッシャプレートの表面に窒素化合物層を形
成する技術が記載されている。この塩浴軟窒化処理では、ガス軟窒化処理とは異なり、プ
レッシャプレートの表層部の鉄成分が塩浴中に溶出することに起因して、プレッシャプレ
ートの表面粗さを大きく改善することができ、その結果、接着強度を大幅に向上させるこ
とができる。しかしながら、塩浴軟窒化処理では、低濃度とはいえ、きわめて毒性の高い
シアン化合物を使用する必要があり、安全面または環境保護の面で問題がある。
【０００８】
　なお、特許第４５６３２８５号公報には、プレッシャプレートの表面に、ウェットブラ
ストやドライブラストなどのブラスト処理を施した後、さらにその表面に軟窒化処理を施
す技術が記載されているが、粗面化処理や軟窒化処理の条件については何ら記載がない。
【０００９】
　このような事情から、ハロゲン化合物を用いて、プレッシャプレートの表面にハロゲン
化膜を形成した後、窒化処理またはガス軟窒化処理をすることにより、その表面の接着強
度および耐食性を向上させることが提案されている。たとえば、特開２０１２－２５１２
１６号公報には、フッ素系ガス雰囲気下、処理温度を３５０℃～４５０℃として活性化処
理を行い、フッ化膜層を形成した後、処理温度を３００℃～６００℃、処理時間を３０分
～６０分として、窒化処理またはガス軟窒化処理を行い、非酸化性雰囲気下で冷却するこ
とにより、５μｍ～２０μｍの窒素化合物層の表層部に、この窒素化合物層の厚さの４０
％以上の厚さを有するポーラス層を形成する技術が記載されている。また、特許第５０４
４７１２号公報には、ハロゲン化処理により、プレッシャプレートの表面から１μｍ以上
の深さまでハロゲン元素を拡散させた後、炭素源を含まないガス雰囲気で窒化処理を行う
ことにより、Ｆｅ－Ｎ－Ｃ系の代わりに、Ｆｅ－Ｎ系の第１化合物層と、第１化合物層上
に形成され、第１化合物層よりも窒素濃度が高く、かつ、表面に凹凸を有する第２化合物
層とからなる化合物層を形成する技術が記載されている。
【００１０】
　これらの文献に記載の技術では、ハロゲン化処理により、プレッシャプレートの表面を
活性化した状態で、窒化処理またはガス軟窒化処理を行っているため、窒素をより深くま
で浸透させることができる。この結果、プレッシャプレートの表面に、接着強度を向上さ
せるのに十分な凹凸形状またはポーラス層を形成することができるばかりでなく、窒素化
合物層を厚く形成することができるため、その耐食性も大幅に向上させることができる。
しかしながら、ハロゲン元素は一般に毒性が高く、これらの文献に記載の技術でも、安全
面や環境保護の面で問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００３－１４８５２８号公報
【特許文献２】特許第４５６３２８５号公報
【特許文献３】特公昭５３－４７２１８号公報
【特許文献４】特許第３１２４４３３号公報
【特許文献５】特開２０１２－２５１２１６号公報
【特許文献６】特許第５０４４７１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、シアン化合物やフッ素化合物などの有害物質を使用せずに、かつ、接着剤の
種類にかかわらず、摩擦材との接着強度が高く、耐食性に優れたプレッシャプレート、な
らびに、このプレッシャプレートを備えたブレーキパッドおよびその製造方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
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　本発明の一態様は、摩擦材が接着される被接着面を備える、鉄系金属製のプレッシャプ
レートの製造方法に関し、
　ブラスト処理により、前記プレッシャプレートの少なくとも前記被接着面を粗面化する
とともに、該被接着面に存在する酸化皮膜を除去する粗面化工程と、
　前記粗面化工程後に、少なくとも前記被接着面に酸化皮膜が形成されないように、前記
プレッシャプレートに乾燥および／または洗浄を施す、乾燥および／または洗浄工程と、
　前記乾燥および／または洗浄工程後に、少なくとも前記被接着面に酸化皮膜が存在しな
い状態で、該プレッシャプレートをガス軟窒化処理する熱処理工程と、
を備えることを特徴とする。
【００１４】
　前記熱処理工程後のプレッシャプレートの前記被接着面の算術平均粗さＲａを１．５μ
ｍ～８．０μｍの範囲とし、かつ、十点平均粗さＲｚを１０μｍ～４０μｍの範囲とする
ことが好ましい。また、前記被接着面のうち、最も突出した部分と最も凹んだ部分の高低
差を５μｍ～５０μｍとすることが好ましい。
【００１５】
　前記ブラスト処理において、研磨材として粒度が＃２４～＃１００の範囲にあるグリッ
ドを使用し、エア圧を０．１ＭＰａ～０．５ＭＰａの範囲に、処理時間を１０秒～６００
秒の範囲にそれぞれ設定することが好ましい。
【００１６】
　前記グリッドとして、ホワイトアルミナ、褐色アルミナ、黒色炭化ケイ素、緑色炭化ケ
イ素を含むコランダムから選択される少なくとも１種を使用することがより好ましい。
【００１７】
　前記ブラスト処理として、ウェットブラストが用いられた場合、前記グリッドのグリッ
ド濃度を５質量％～３０質量％とすることが好ましい。
【００１８】
　前記ブラスト処理として、ウェットブラストが用いられた場合、前記乾燥および／また
は洗浄工程において、前記プレッシャプレートを乾燥させた後、少なくとも前記被接着面
を、炭化水素系洗浄液を用いて、洗浄することが好ましい。
【００１９】
　前記ガス軟窒化処理において、アンモニアガスと浸炭性ガスとからなる混合ガス雰囲気
を用い、処理温度を５００℃～５９０℃の範囲に、処理時間を０．１時間～４時間の範囲
に設定することが好ましい。
【００２０】
　本発明の製造方法により得られたプレッシャプレートの被接着面に、接着剤を介して、
摩擦材を接着させることにより、本発明のブレーキバッドが得られる。
【００２１】
　本発明の別態様は、ブレーキパッドを主要部品であるプレッシャプレートに関し、鉄系
金属製の母材と、該母材のうち摩擦材が接着される被接着面と、該母材の表面のうち、少
なくとも前記被接着面に形成された窒素拡散層と、該窒素拡散層の上に形成され、算術平
均粗さＲａが１．５μｍ～８．０μｍの範囲にあり、かつ、十点平均粗さＲｚが１０μｍ
～４０μｍの範囲にある窒素化合物層と、該窒素化合物層の最表部に形成され、厚さが３
．０μｍ～２０．０μｍの範囲にあるポーラス層とを備えることを特徴とする。
【００２２】
　前記窒素化合物層の厚さは５μｍ～２５μｍであることが好ましい。
【００２３】
　前記窒素化合物層のうち、最も突出した部分と最も凹んだ部分の高低差は、５μｍ～５
０μｍであることが好ましい。
【００２４】
　本発明のブレーキパッドは、本発明のプレッシャプレートと、その被接着面に、接着剤
を介して接着された摩擦材とにより構成される。
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【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、シアン化合物やフッ素化合物などを使用することなく、高い接着強度
で摩擦材と接着することができ、かつ、耐食性に優れたプレッシャプレート、並びに、こ
のような優れた特性を有するプレッシャプレートを備えたブレーキパッドが提供される。
また、本発明によれば、このようなブレーキパッドを、プレッシャプレートと摩擦材との
接着に使用する接着剤の種類に関わらず製造することが可能となる。このように、本発明
の工業的意義はきわめて大きい。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、実施例１により得られたプレッシャプレートの表面近傍の断面を示すＳ
ＥＭ像（２０００倍）である。
【図２】図２は、比較例２－１により得られたプレッシャプレートの表面近傍の断面を示
すＳＥＭ像（２０００倍）である。
【図３】図３は、比較例２－３により得られたプレッシャプレートの表面近傍の断面を示
すＳＥＭ像（２０００倍）である。
【図４】図４は、従来のブレーキパッドの一例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　プレッシャプレートと摩擦材との接着強度を向上させる手段として、ブレーキパッドを
構成するプレッシャプレートの被接着面を、ウェットブラストであるかドライブラストで
あるかにかかわらず、ブラスト処理により粗面化した後、この被接着面に、ガス軟窒化処
理により窒素化合物層を形成することが考えられる。しかしながら、実際には、単にブラ
スト処理とガス軟窒化処理を組み合わせただけでは、十分な接着強度は得られない。
【００２８】
　本発明者らは、このブラスト処理とガス軟窒化処理との組み合わせについて、さらに研
究を重ねた結果、ブラスト処理後、ガス軟窒化処理をする直前のプレッシャプレートの表
面には、ごく薄い酸化皮膜が存在し、この酸化皮膜が、ガス軟窒化処理における窒素の浸
透を妨げているとの知見を得た。より具体的には、従来、プレッシャプレートの表面に対
してウェットブラスト処理をした場合、粗面化後の表面には水分が残存するため、プレッ
シャプレートを乾燥させており、また、ドライブラスト処理の場合にも、プレッシャプレ
ートの表面に付着した微粉を除去するために、プレッシャプレートを洗浄し、乾燥させて
いる。ここで、プレッシャプレートの乾燥は、粗面化後の表面に熱風を吹き付けることに
より行われることが一般的であるが、乾燥中、あるいは乾燥後からガス軟窒化処理をされ
るまでの間に、プレッシャプレートの表面に、厚さ１μｍ～５μｍ程度の酸化皮膜が形成
されてしまう。この結果、ウェットブラストとドライブラストのいずれの場合であっても
、酸化皮膜が除去されたプレッシャプレートの表面に、ごく薄い酸化皮膜が再形成され、
これによって、ガス軟窒化処理における窒素の浸透が妨げられるとの知見を得たのである
。
【００２９】
　本発明は、このような知見に基づき完成したものであり、プレッシャプレートと摩擦材
との接合を強化する手段として、ブラスト処理、好ましくはウェットブラスト処理とガス
軟窒化処理との組み合わせを採用するとともに、ブラスト処理後における、プレッシャプ
レートの表面の酸化を防止し、表面に酸化皮膜が存在しない状態でガス軟窒化処理を行う
ことにより、プレッシャプレートと摩擦材との接着強度を向上させ、かつ、プレッシャプ
レートの耐食性も向上させている点に特徴がある。
【００３０】
　［１］プレッシャプレートおよびブレーキパッドの製造方法
　本発明のプレッシャプレートおよびブレーキパッドの製造方法は、ブラスト処理、好ま
しくはウェットブラスト処理により、プレッシャプレートの少なくとも被接着面を粗面化
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するとともに、この被接着面に存在する酸化皮膜を除去した後、酸化皮膜が形成されない
ように、被接着面を乾燥および／または洗浄し、プレッシャプレートの被接着面に酸化皮
膜が存在しない状態でガス軟窒化処理することを特徴とする。なお、本発明において、被
接着面以外の表面が同時に処理されることは妨げられない。
【００３１】
　このように、プレッシャプレートの表面に酸化皮膜が存在しない状態、すなわち、表面
の清浄度がきわめて高い状態では、ハロゲン化処理をした場合と同様に、プレッシャプレ
ートの表面の反応性は高く、活性状態にあるといえるため、この状態でガス軟窒化処理を
することで、より多くの窒素を、より深い位置まで浸透させることが可能となる。この結
果、ガス軟窒化処理後のプレッシャプレートの表面状態を、ブラスト処理により形成され
た凹凸構造の最表部に、ガス軟窒化処理により形成された無数の細孔からなるポーラス層
が存在する複雑な構造とすることができる。このため、プレッシャプレートと摩擦材との
接着時に、高いアンカー効果を得ることができ、接着強度を向上させることが可能となる
。また、上述のように、ガス軟窒化処理において、より多くの窒素を、より深い位置まで
浸透させることができるため、窒素化合物層をより厚く形成することができ、その耐食性
を向上させることが可能となる。
【００３２】
　（１）プレッシャプレートの素材
　本発明のブレーキパッドを構成するプレッシャプレートは、板金プレス加工などにより
成形されるものである。このプレッシャプレートの素材は、特に限定されることはなく、
公知の鉄製金属材料を使用することができる。たとえば、ＳＡＰＨ４００やＳＡＰＨ４４
０などの自動車用熱間圧延板や、ＳＰＦＨ５９０などの自動車用加工性熱間圧延高張力鋼
板を使用することができる。
【００３３】
　（２）粗面化工程
　本発明では、鉄系金属製のプレッシャプレートの表面を粗面化し、その表面に存在する
酸化皮膜を除去する手段として、ブラスト処理、より具体的には、ウェットブラストとド
ライブラストを採用する。このような粗面化処理により、プレッシャプレートの表面に次
述するような算術平均粗さＲａおよび十点平均粗さＲｚを備える凹凸構造を形成すること
ができる。
【００３４】
　このようなブラスト処理のうち、ドライブラストは、処理後にプレッシャプレートの表
面を洗浄する必要がある。また、ドライブラストは大量の粉塵の発生を伴い、作業者の健
康を守り、安全性を確保するためには、集塵設備の稼働が必須となる。さらに、ドライブ
ラストは乾式の処理であり、酸化皮膜が除去された直後から表面の酸化が進行するため、
酸化皮膜が存在しない状態で、ガス軟窒化処理をすること困難となる場合がある。これに
対して、ウェットブラストは湿式の処理であるため、粗面化処理と同時に、処理面の洗浄
を行うことができ、処理後の洗浄工程を省略することが可能である。また、粉塵の発生に
起因する問題は存在せず、処理中に酸化が進行するということもない。このため、粗面化
処理としては、ウェットブラストを採用することが好ましい。
【００３５】
　本発明において、ブラスト処理の条件は、特に限定されることはないが、プレッシャプ
レートと摩擦材とを高い接着強度で接着するためには、ガス軟窒化処理後において、プレ
ッシャプレートの表面の算術平均粗さＲａを１．５μｍ～８．０μｍの範囲とし、かつ、
十点平均粗さＲｚを１０μｍ～４０μｍの範囲とすることが好ましい。このため、ブラス
ト処理後において、プレッシャプレートの表面の算術平均粗さＲａを、好ましくは０．５
μｍ～１０μｍの範囲、より好ましくは１．０μｍ～７．０μｍの範囲とし、かつ、十点
平均粗さＲｚを、好ましくは３μｍ～４０μｍの範囲、より好ましくは１０μｍ～３７μ
ｍの範囲とすることが必要となる。なお、算術平均粗さＲａおよび十点平均粗さＲｚは、
表面粗さ測定機により測定することができる。
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【００３６】
　プレッシャプレートの表面の算術平均粗さＲａおよび十点平均粗さＲｚを上記範囲に制
御するための条件は、プレッシャプレートの材質や大きさ、研磨材（投射材）の種類、ブ
ラスト装置の性能などに応じて適宜選択されるべきものであるが、概ね、以下のように選
択することが好ましい。
【００３７】
　（研磨材）
　研磨材としては、球形粒子状のショットやビーズ、または、角のある非球形粒子状のグ
リッドなどから適宜選択することができるが、粒子が硬く、加工力が高いグリッドを使用
することが好ましい。特に、ホワイトアルミナ、褐色アルミナ、黒色炭化ケイ素、緑色炭
化ケイ素などのコランダムから選択される少なくとも１種のグリッドを使用することがよ
り好ましく、これらの中でも、残留不純物の少ないホワイトアルミナを使用することがさ
らに好ましい。
【００３８】
　研磨材としてグリッドを使用する場合、粒度（グリッド番号）が、好ましくは＃２４～
＃１００の範囲、より好ましくは＃３６～＃８０の範囲、さらに好ましくは＃４６～＃６
０の範囲にあるものを使用する。すなわち、平均粒径が、好ましくは１３０μｍ～７３０
μｍの範囲、より好ましくは１８０μｍ～５２０μｍの範囲、さらに好ましくは２６０μ
ｍ～３６０μｍの範囲にあるグリッドを使用する。グリッド番号が＃２４未満の場合（平
均粒径が７３０μｍを超える場合）では、グリッドの加工力が大きすぎるため、ブラスト
処理によりプレッシャプレートの表面を粗面化し、凹凸構造を形成しても、そのエッジが
丸まってしまい、十分なアンカー効果を発揮することができなくなる場合がある。また、
ブラスト装置自体が研磨され、著しい場合には装置内壁に穴が開いてしまう場合がある。
一方、グリッド番号が＃１００を超える場合（平均粒径が１３０μｍ未満の場合）には、
加工力が小さすぎるため、プレッシャプレートの表面を十分に粗面化することができない
場合がある。
【００３９】
　（エア圧）
　プレッシャプレートに研磨材を投射するためのエア圧は、好ましくは０．１ＭＰａ～０
．５ＭＰａの範囲、より好ましくは０．２ＭＰａ～０．４５ＭＰａの範囲、さらに好まし
くは０．３ＭＰａ～０．４ＭＰａの範囲とする。エア圧が０．１ＭＰａ未満では、プレッ
シャプレートの表面を十分に粗面化することができない場合がある。一方、０．５ＭＰａ
を超えると、ブラスト処理によりプレッシャプレートの表面を粗面化し、凹凸構造を形成
しても、そのエッジが丸まってしまい、十分なアンカー効果を発揮することができなくな
る場合がある。また、ブラスト装置自体が研磨され、著しい場合には装置内壁に穴が開い
てしまう場合がある。
【００４０】
　（処理時間）
　ブラスト処理の処理時間は、好ましくは１０秒～６００秒の範囲、より好ましくは１５
秒～４５０秒の範囲、さらに好ましくは２０秒～３００秒の範囲に設定する。処理時間が
１０秒未満では、プレッシャプレートの表面を十分に粗面化することができない場合があ
る。一方、６００秒を超えても、それ以上の効果を得ることができないばかりか、ブラス
ト処理により形成された凹凸構造のエッジが丸まってしまい、十分なアンカー効果を発揮
することができなくなる場合がある。
【００４１】
　（グリッド濃度）
　ウェットブラストにより粗面化処理をする場合には、上述したグリッドのグリッド濃度
（スラリー濃度）を、好ましくは５質量％～３０質量％の範囲、より好ましくは１０質量
％～２５質量％の範囲、さらに好ましくは１５質量％～２０質量％の範囲とする。グリッ
ド濃度が５質量％未満では、プレッシャプレートの表面を十分に粗面化することができな
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い場合がある。一方、３０質量％を超えると、ウェットブラスト装置にグリッドが詰まっ
てしまう場合がある。
【００４２】
　（処理液）
　同様に、ウェットブラストにより粗面化処理をする場合には、処理液として、水道水、
あるいは、トップアルクリーン（奥野製薬工業株式会社製）やケミクリーナ（日本シー・
ビー・ケミカル株式会社製）などのアルカリ水溶液を使用することができる。
【００４３】
　この処理液の温度は、研磨材と混合した状態、すなわち、スラリー状態で、５℃～９０
℃の範囲に調整することが好ましく、２０℃～７０℃の範囲に調整することがより好まし
い。アルカリ水溶液の温度が、このような範囲にあれば、ウェットブラスト処理により、
脱脂と一次防錆を同時に行うことができる。
【００４４】
　（３）乾燥および／または洗浄工程
　ウェットブラストにより粗面化処理した場合、プレッシャプレートの表面を乾燥するた
めの手段として、その被接着面を含む表面の酸化を防止しつつ、乾燥することができる手
段を用いる必要がある。このような手段としては、たとえば、真空乾燥、圧縮空気乾燥、
熱風乾燥などを挙げることができる。ただし、乾燥手段として熱風乾燥を採用する場合に
は、熱風の温度や吹付け量などによっては、被接着面に直ぐに酸化皮膜が形成されてしま
う場合がある。これを防止するため、予め、次述する炭化水素系洗浄液などを用いて、表
面に残存する水分を置換し、物理的に移動させた上で熱風乾燥することが好ましい。
【００４５】
　また、ウェットブラストにより粗面化処理した場合、処理後のプレッシャプレートの表
面は、非常に複雑な表面状態となっているため、上記手段による乾燥のみでは、水分を完
全に乾燥することができなかったり、乾燥に要する時間が長時間となり、生産性が悪化し
たりする場合がある。このため、乾燥工程後、プレッシャプレートの表面を、金属への腐
食性が小さい炭化水素系洗浄液で洗浄することが好ましい。これにより、プレッシャプレ
ートの表面を酸化することなく、短時間で、残存する水分を完全に除去することができる
。
【００４６】
　このような炭化水素系洗浄液としては、たとえば、エタノール、オクタノール、イソプ
ロピルアルコール（ＩＰＡ）などのアルコール系混合物を挙げることができ。これらの中
でも、水分除去効果が高く、高沸点のオクタノール系混合物を使用することが好ましい。
【００４７】
　なお、炭化水素系洗浄液による洗浄方法は、特に限定されることなく公知の方法を採用
することができ、たとえば、炭化水素系洗浄液に、プレッシャプレートを浸漬することに
より洗浄することができる。
【００４８】
　一方、ドライブラストにより粗面化処理をした場合、粗面化処理による残渣（微粉）を
除去するため、プレッシャプレートの表面を、水道水、あるいは、トップアルクリーン（
奥野製薬工業株式会社製）やケミクリーナ（日本シー・ビー・ケミカル株式会社製）など
のアルカリ水溶液を用いて洗浄し、かつ、少なくとも被接着面に、酸化皮膜が形成されな
いように乾燥すること必要となる。しかしながら、粗面化処理後のプレッシャプレートの
表面は、非常に複雑な表面状態となっているため、残存する水分を完全に除去するために
は長時間を要することとなる。このため、ウェットブラストの場合と同様に、乾燥後のプ
レッシャプレートの表面を炭化水素系洗浄液で洗浄することが好ましい。
【００４９】
　（４）熱処理工程
　本発明では、乾燥および／または洗浄工程の後、プレッシャプレートの表面（被接着面
）に酸化皮膜が存在しない状態で、ガス軟窒化処理をすることが重要となる。ここで、酸
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化皮膜が存在しない状態とは、プレッシャプレートの表面（被接着面）に酸化皮膜が存在
しないか、または、酸化皮膜が存在するとしても、その厚さがきわめて薄く、１μｍ未満
の状態であることを意味する。このようにプレッシャプレートの表面の清浄度をきわめて
高い状態でガス軟窒化処理をすることで、より多くの窒素を、より深い位置まで浸透させ
ることが可能となる。この結果、酸化皮膜の存在下でガス軟窒化したものと比べて、窒素
化合物層およびその最表部のポーラス層を厚く形成することができるため、摩擦材との接
着において、その接着強度を向上させることができるばかりでなく、耐食性も優れたもの
とすることができる。
【００５０】
　本発明のガス軟窒化処理法では、従来と同様のガス窒化炉を使用することができる。ま
た、ガス軟窒化処理の条件としては、対象となるプレッシャプレートの材質やガス軟窒化
炉の性能に応じて適宜選択されるべきものであるが、窒素拡散層および窒素化合物層の厚
さを所定の範囲に制御する観点から、以下のような条件で行うことが好ましい。
【００５１】
　ガス軟窒化処理における処理温度は、５００℃～５９０℃の範囲とすることが好ましく
、５３０℃～５９０℃の範囲とすることがより好ましい。処理温度が５００℃未満の場合
には、十分な厚さを有する窒素拡散層および窒素化合物を形成することができない。一方
、５９０℃を超える場合には、素材中に硬くて脆いオーステナイトが形成され、窒素拡散
層および窒素化合物層が安定して形成されなくなる可能性がある。
【００５２】
　上記処理温度での保持時間は、好ましくは０．５時間～４時間の範囲、より好ましくは
１時間～３時間の範囲とする。処理時間が０．５時間未満では、十分な厚さを有する窒素
拡散層および窒素化合物層を形成することができない。一方、処理時間が４時間を超えて
も、窒素拡散層および窒素化合物層はそれ以上ほとんど成長しないため、生産性が悪化す
る。
【００５３】
　窒素供給源としては、窒化性ガスであるＮＨ3を使用することができる。一方、炭素供
給源としては、浸炭性ガスであれば特に限定されることはなく、たとえば、ＣＨ3ＯＨな
どアルコールを含む炭化水素、あるいは、ＣＯ、ＣＯ2などを使用することができる。特
に、低コストで、効率的に、窒素拡散層および窒素化合物層を形成する観点から、ＮＨ3

とＣＨ3ＯＨの混合ガスにより、窒素および炭素を供給することが好ましい。この場合、
ＮＨ3の流量を４．５ｍ3／ｈ～５．５ｍ3／ｈの範囲とし、ＣＨ3ＯＨの流量を３．０×１
０-5ｍ3／ｈ～１．０×１０-4ｍ3／ｈの範囲とすることが好ましい。
【００５４】
　ガス窒化炉内の圧力は、一般的なガス軟窒化処理と同様に、大気圧よりも０．２ｋＰａ
～１．０ｋＰａ程度、通常は０．５ｋＰａ～０．７ｋＰａ程度大きくなるように調整する
ことが好ましい。
【００５５】
　（５）接着工程
　接着工程は、ガス軟窒化処理後のプレッシャプレートの表面のうち、摩擦材を接着する
被接着面に接着剤を塗布し、この被接着面に、予備成形した摩擦材の接着面を当接させ、
加熱圧縮成形することにより、プレッシャプレートと摩擦材とを接着する工程である。こ
の工程におけるプレッシャプレートと摩擦材の接着方法やその条件は、基本的に従来技術
と同様であるため、ここでの説明は省略し、以下、本発明の特徴部分を中心に説明する。
【００５６】
　本発明では、プレッシャプレートの被接着面は、ブラスト処理により形成された凹凸構
造の最表部に、ガス軟窒化処理により形成された無数の細孔からなるポーラス層が存在す
る複雑な構造となっているため、プレッシャプレートと摩擦材との接着時に、これらの間
に高いアンカー効果が作用することとなる。この結果、プレッシャプレートの被接着面に
プライマーを塗布せずとも、プレッシャプレートと摩擦材とを高い接着強度で接着するこ
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とができる。
【００５７】
　また、本発明のプレッシャプレートの被接着面は、このような複雑な構造を備えている
ため、接着剤の種類を問わず、高いアンカー効果を得ることができる。すなわち、本発明
によれば、粉体系接着剤を用いた場合であっても、あるいは、溶剤系接着剤を用いた場合
であっても、プレッシャプレートと摩擦材とを高い接着強度で接着することができる。た
だし、効率よく高い接着強度を得るためには、接着剤は、プレッシャプレートの表面の凹
凸構造の最奥部まで、容易に行き届くものであることが必要とされる。このため、溶剤系
接着剤としては、エポキシ樹脂、フェノール樹脂もしくはこれらの変性樹脂、または、こ
れらの混合物などの熱硬化性樹脂からなる接着剤が好ましく、これらの接着剤の粘度を１
ｍＰａ～１００ｍＰａの範囲に調整して使用することがより好ましい。また、粉体系接着
剤としては、同様に、エポキシ樹脂、フェノール樹脂もしくはこれらの変性樹脂、または
、これらの混合物などの熱硬化性樹脂からなる接着剤が好ましく、粉体の平均粒径が２０
μｍ～１００μｍの範囲にあるものがより好ましい。
【００５８】
　接着剤の塗布手段は、高いアンカー効果を得る観点から、接着剤をプレッシャプレート
の表面の凹凸構造の最奥部まで行き届かせることができるものである必要がある。具体的
には、溶剤系接着剤を使用する場合には、スプレーガンなどを用いて吹き付けることが好
ましい。また、粉体系接着剤を使用する場合には、静電塗布することが好ましい。
【００５９】
　［２］ブレーキパッド
　（１）プレッシャプレート
　本発明のディスクブレーキを構成するプレッシャプレートは、鉄系金属製の母材の表面
のうち、少なくとも被接着面に形成された窒素拡散層と、この窒素拡散層の上に形成され
、算術平均粗さＲａが１．５μｍ～８．０μｍの範囲にあり、かつ、十点平均粗さＲｚが
１０μｍ～４０μｍの範囲にある窒素化合物層を備えており、この窒素化合物層の最表部
には、厚さが３．０μｍ～２０．０μｍの範囲にあるポーラス層が形成されていることを
特徴とする。
【００６０】
　すなわち、本発明のプレッシャ―プレートは、その表面（少なくとも被接着面）に、ウ
ェットブラスト処理により形成された凹凸構造と、この凹凸構造の最表部に、ガス軟窒化
処理により形成された無数の細孔からなるポーラス層とが存在する複雑な構造を備えてい
る。このため、摩擦材との接着時に高いアンカー効果が得られ、プレッシャプレートと摩
擦材とを高い接着強度で接着することが可能となっている。また、本発明のプレッシャプ
レートでは、耐食性に優れる窒素化合物が十分に厚く、ポーラス層を構成する細孔が、こ
の窒素化合物層を貫通することがないので、優れた耐食性が発揮される。
【００６１】
　（窒素拡散層）
　窒素拡散層は、ガス軟窒化処理の際に、母材中に窒素が過飽和に固溶することにより形
成される層である。この窒素拡散層の厚さは、好ましくは２０μｍ～５００μｍの範囲、
より好ましくは５０μｍ～２００μｍの範囲に調整される。窒素拡散層の厚さが２０μｍ
未満では、十分な防錆効果を得ることができない場合がある。一方、５００μｍを超える
と、プレッシャプレートの寸法精度が悪化したり、窒素拡散層の形成に要する時間が長時
間となって、生産性が悪化したりするおそれがある。
【００６２】
　なお、窒素拡散層とは、ＪＳＨＳ１００１で定められている実用硬化層深さ（プラクテ
ィカル、ＮＤ－Ｐ）と同一であり、母材の硬さよりＨＶ５０高い硬さまでの深さを意味す
る。また、窒素拡散層の厚さは、３００℃で焼戻し処理を行い、その際に、Ｆｅ4Ｎ（γ
′）の針状結晶が析出した部分の厚さを測定することにより求めることができる。
【００６３】
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　（窒素化合物層）
　窒素化合物層は、Ｆｅ3Ｎなどから構成される層であり、優れた耐食性を有する。特に
、本発明では、プレッシャプレートの表面に酸化皮膜が存在しない状態でガス軟窒化処理
を行っているため、酸化皮膜が存在する状態でガス軟窒化処理を行ったものと比べて、窒
素化合物層を厚く形成することができ、耐食性も、より優れたものとすることができる。
【００６４】
　窒素化合物層の表面粗さは、算術平均粗さＲａで１．５μｍ～８．０μｍの範囲、好ま
しくは１．７μｍ～６．５μｍの範囲、より好ましくは２．０μｍ～５．０μｍの範囲に
あり、かつ、十点平均粗さＲｚで１０μｍ～４０μｍの範囲、好ましくは１１μｍ～３５
μｍの範囲、より好ましくは１３μｍ～３０μｍの範囲にあることが必要である。窒素化
合物層の表面の平均粗さが、算術平均粗さＲａで１．５μｍ未満、または、十点平均粗さ
Ｒｚで１０μｍ未満の場合には、十分なアンカー効果が得られず、十分な接着強度を得る
ことができない場合がある。一方、窒素化合物層の表面の平均粗さが、算術平均粗さＲａ
で８．０μｍを超え、または、十点平均粗さＲｚで４０μｍを超えると、凹凸構造の凸部
が、接着剤を塗布することにより形成される接着層から突出し、同様に、十分な接着強度
を得ることができない場合がある。
【００６５】
　窒素化合物層の厚さは、好ましくは５μｍ～２５μｍの範囲、より好ましくは７μｍ～
１８μｍの範囲に調整される。窒素化合物層の厚さが５μｍ未満では、この窒素化合物層
の最表部に形成される細孔が、窒素化合物層を貫通し、窒素拡散層まで達することがある
ため、十分な耐食性を得ることができない場合がある。一方、２５μｍを超えても、それ
以上の効果を得ることはできないばかりか、ガス軟窒化処理に要する時間が長時間となり
、生産性が悪化してしまう。なお、窒素化合物層の厚さは、プレッシャプレートの断面を
ナイタール液により処理した後、この断面を光学顕微鏡で観察することにより測定するこ
とができる。
【００６６】
　また、窒素化合物層の表層部のうち、最も突出した部分（最凸部）と最も凹んだ部分（
最凹部）との高低差（垂直方向の距離）は、５μｍ～５０μｍであることが好ましく、１
０μｍ～３０μｍであることがより好ましい。最凸部と最凹部の高低差がこのような範囲
にあることにより、後述するポーラス層の作用と併せて、接着強度および耐食性を一層向
上させることができる。
【００６７】
　（ポーラス層）
　ポーラス層は、ガス軟窒処理により母材中に侵入した窒素原子が、母材内部で再結合し
、窒素ガスとして放出される際に形成される無数の細孔からなる層である。本発明では、
上述したように、プレッシャプレートの表面に酸化皮膜が存在しない状態でガス軟窒化処
理を行っており、酸化皮膜が存在する状態でガス軟窒化処理を行ったものと比べて、より
多くの窒素を、より深い位置まで浸透させることができる。このため、より多くの細孔が
、より深い位置まで形成されたポーラス層を形成することができる。なお、このようなポ
ーラス層は、窒素化合物層の最表部に形成されるように調整されるので、このポーラス層
を構成する細孔が、窒素化合物層を貫通して、窒素拡散層まで到達することはなく、この
ポーラス層または細孔の存在によって、耐食性が低下することはない。
【００６８】
　ポーラス層の厚さは、３．０μｍ～２０．０μｍの範囲、好ましくは５．０μｍ～１５
．０μｍの範囲、より好ましくは７．０μｍ～１０．０μｍの範囲に調整される。ポーラ
ス層の厚さが３．０μｍ未満では、アンカー効果を十分に得ることができないため、接着
強度を向上させることができない。また、２０．０μｍを超えると、ポーラス層を構成す
る細孔の一部が、窒素化合物層を貫通し、窒素拡散層まで到達することがあり、耐食性が
低下する。ポーラス層の厚さは、窒素化合物層の厚さと同様の方法により測定することが
できる。
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【００６９】
　（２）ブレーキパッド
　本発明のブレーキパッドは、上述したプレッシャプレートと、このプレッシャプレート
の被接着面に接着剤を介して接着された摩擦材とから構成される。このため、本発明のブ
レーキパッドでは、プレッシャプレートの被接着面に、摩擦材を高い接着強度で強固に接
着することが可能となる。また、このプレッシャプレートの表面は優れた耐食性を備える
ため、錆が発生することにより、接着強度が低下することを効果的に防止することができ
る。
【実施例】
【００７０】
　以下、実施例を用いて、本発明をさらに詳細に説明する。
【００７１】
　［接着強度の確認試験］
　初めに、厚さ１．６ｍｍ、幅２５ｍｍ、長さ１００ｍｍのＳＡＰＨ４００製の鋼板に対
して、ウェットブラスト処理やガス軟窒化処理などを行い、処理後の鋼板と銅寸法の鋼板
（以下、「相手側鋼板」という）とを、粉体系接着剤または溶剤系接着剤を用いて接着す
ることでサンプルを得て、その接着強度を確認する試験を行った。
【００７２】
　（実施例１－１）
　鋼板を回転バレル式ウェットブラスト装置（マコー株式会社製、ＭＳＢ－Ｓ５）に投入
し、ホワイトアルミナ製のグリッド（グリッド番号：＃６０）とアルカリ洗浄液（日本シ
ー・ビー・ケミカル株式会社製、ケミクリーナ５７６）とからなる、濃度が１５体積％の
スラリーを用いて、ウェットブラスト処理を行った。このときのエア圧は０．１０ＭＰａ
、処理時間は１８０秒、スラリーの温度は常温～９０℃、ｐＨ値は８～１１（液温２５℃
基準）であった。なお、ウェットブラスト処理後、鋼板の表面粗さを表面粗さ測定機（株
式会社小坂研究所製、サーフコーダー　ＳＥ２３００／ＤＲ－２５０Ｘ）により測定した
結果、十点平均粗さＲｚは５．５μｍであり、算術平均粗さＲａは１．０μｍであった。
【００７３】
　ウェットブラスト処理後、回転バレル式ウェットブラスト装置から鋼板を取出し、直ち
に、常温～３０℃の圧縮空気を吹き付け、その表面を乾燥させた。さらに、鋼板を、炭化
水素系洗浄液（日本グリース株式会社製、ＡＹクリーン　Ａ－７８Ｌ）に、減圧下で浸漬
させることにより洗浄し、表面に残存する水分を完全に除去した。
【００７４】
　乾燥および洗浄工程後、直ちに、鋼板をガス軟窒化炉（株式会社不二越製、ＥＱ－６Ｓ
）に投入し、処理温度を５７０℃、この処理温度における保持時間を１００分として軟窒
化処理を行った。このとき、窒素供給源として５．０ｍ3／ｈのアンモニアを、炭素供給
源として０．０５Ｌ／ｈのメタノールを使用した。ガス軟窒化処理終了後、鋼板を室温ま
で冷却した後、表面粗さを表面粗さ測定機により測定した結果、平均で、算術平均粗さＲ
ａは１．５μｍであり、十点平均粗さＲｚは１０．２μｍであった。
【００７５】
　次に、この鋼板の一区画（１２．５ｍｍ×２５ｍｍ）に、４０ｍｇの粉体系接着剤（住
友べークライト製、スミライトレジン）を均一に塗布し、この塗布面に、相手側鋼板を重
ね合わせ、２００℃、１ＭＰａで３０分間の加熱加圧成形を行った。
【００７６】
　このようにして得られたサンプルに対して、常温（１８℃～２８℃）での接着強度を評
価するため、精密万能試験機オートグラフ（株式会社島津製作所製、ＡＧ－２５ＴＢ）を
使用し、引張速度を１０ｍｍ／分として、引張試験を行った。また、２５０℃に加熱した
場合の接着強度を評価するため、同様にして得られたサンプルを加熱して、引張試験を行
った。この結果を表２に示す。
【００７７】
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　（実施例１－２～１－５）
　鋼板の表面を、表１に示す方法および条件で処理したこと以外は、実施例１－１と同様
にしてサンプルを得た。これらのサンプルに対して、実施例１－１と同様にして引張試験
を行い、常温および２５０℃での接着強度を評価した。これらの結果を表２に示す。
【００７８】
　（実施例１－２～１－７）
　鋼板の表面を、表１に示す方法および条件で処理したこと以外は、実施例１－１と同様
にしてサンプルを得た。これらのサンプルに対して、実施例１－１と同様にして引張試験
を行い、常温および２５０℃での接着強度を評価した。これらの結果を表２に示す。
【００７９】
　（実施例１－８）
　接着剤として、溶剤系接着剤（カシュー株式会社製、フェノールエポキシ系接着剤）を
使用したこと以外は、実施例１－４と同様にしてサンプルを得た。このサンプルに対して
、実施例１－１と同様にして引張試験を行い、常温および２５０℃での接着強度を評価し
た。この結果を表２に示す。
【００８０】
　（比較例１－１～１－７）
　鋼板の表面を、表１に示す方法および条件で処理したこと以外は、実施例１－４と同様
にしてサンプルを得た。このサンプルに対して、実施例１－１と同様にして引張試験を行
い、常温および２５０℃での接着強度を評価した。これらの結果を表２に示す。
【００８１】

【表１】

【００８２】
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【表２】

【００８３】
　［ブレーキパッドの接着強度および耐食性の評価］
　次に、摩擦材の接着面の面積が５５ｃｍ2であるＳＡＰＨ４００製のプレッシャプレー
ト素材に対して、ブラスト処理やガス軟窒化処理などを行い、これらの処理により得られ
たプレッシャプレートの被接着面に、粉体系接着剤または溶剤系接着を用いて、摩擦材を
接着することでブレーキパッドを得て、その接着強度および耐食性を評価する試験を行っ
た。
【００８４】
　（実施例２－１）
　（１）粗面化工程
　プレッシャプレート素材を回転バレル式ウェットブラスト装置（マコー株式会社製、Ｍ
ＳＢ－Ｓ５）に投入し、ホワイトアルミナ製のグリッド（グリッド番号：＃６０、株式会
社不二製作所製、フジランダム　ＷＡ－６０）とアルカリ洗浄液（日本シー・ビー・ケミ
カル株式会社、ケミクリーナ５７６）とからなる、濃度が１５体積％のスラリーを用いて
、ウェットブラスト処理を行った。このときのエア圧は０．１ＭＰａ、処理時間は１８０
秒、スラリーの温度は３０℃、ｐＨ値は１０（液温２５℃基準）であった。なお、ウェッ
トブラスト処理後、プレッシャプレートの表面粗さを表面粗さ測定機により測定した結果
、４つのプレッシャプレートの平均で、算術平均粗さＲａは１．２μｍであり、十点平均
粗さＲｚは７．９μｍであった。
【００８５】
　（２）乾燥および洗浄工程
　ウェットブラスト処理後、回転バレル式ウェットブラスト装置からプレッシャプレート
を取り出し、直ちに、３０℃の圧縮空気を吹き付け、その表面を乾燥させた。さらに、炭
化水素系洗浄液（日本グリース株式会社製、ＡＹクリーン　Ａ－７８Ｌ）を用いて、プレ
ッシャプレートを減圧下で浸漬させることにより洗浄し、表面に残存する水分を完全に除
去した。このとき、プレッシャプレートの表面近傍の断面を走査型電子顕微鏡およびＸ線
回折装置（株式会社島津製作所製、ＸＲＤ－６１００）により観察した結果、その表面に
は、酸化皮膜が存在しないことが確認された。
【００８６】
　（３）熱処理工程
　乾燥および洗浄工程後、直ちに、プレッシャプレートをガス軟窒化炉（株式会社不二越
製、ＥＱ－６Ｓ）に投入し、処理温度を５７０℃、この処理温度における保持時間を１０
０分として軟窒化処理を行った。このとき、窒素供給源として５．０ｍ3／ｈのアンモニ
アを、炭素供給源として０．０５Ｌ／ｈのメタノールを使用した。ガス軟窒化処理終了後
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、プレッシャプレートを６０℃以下に冷却し、表面粗さを表面粗さ測定機により測定した
結果、算術平均粗さＲａは１．５μｍであり、十点平均粗さＲｚは１０．１μｍであった
。
【００８７】
　このようにしてガス軟窒化処理を施されたプレッシャプレートを厚さ方向に切断し、そ
の断面をナイタール液により処理した後、この断面を光学顕微鏡で観察した結果、窒素拡
散層の厚さは３００μｍ、窒素化合物層の厚さは２３μｍ、ポーラス層の厚さは１４μｍ
であることが確認された。
【００８８】
　これらの処理により得られたプレッシャプレートの表面の性状（表面粗さ、各層の厚さ
）を表４に示す。また、このときのプレッシャプレートの断面ＳＥＭ像を図１に示す。
【００８９】
　（４）接着工程
　繊維基材、結合材、充填材および潤滑材などからなる混合物を、常温下、２０ＭＰａで
１０秒間の加圧成形し、これらの混合物からなる成形物（予備成形体）を得た。一方、上
述した方法と同様にして得られた３つのプレッシャプレートの表面のうち、予備成形体を
接着する被接着面に、フェノール樹脂系粉体接着剤Ａ（住友ベークライト株式会社製、ス
ミライトレジン）を塗布した。その後、予備成形体をプレッシャプレートの被接着面に重
ね合せた状態で熱成形型にセットし、１５０℃、４０ＭＰａで５分間の加熱加圧成形を行
い、プレッシャプレートと予備成形体を接着した。
【００９０】
　（６）仕上げ加工
　予備成形体を接着したプレッシャプレートに対して、２５０℃で３時間加熱する熱処理
を行った後、仕上げ加工を行い、ブレーキパッドを得た。
【００９１】
　（７）評価試験
　上述のようにして得られた３つのブレーキパッドを用いて、（ａ）常温における接着強
度、（ｂ）３００℃に加熱した場合の接着強度および（ｃ）耐食性の評価を行った。
【００９２】
　　（ａ）常温における接着強度
　精密万能試験機オートグラフ（株式会社島津製作所製、ＡＧ－２５ＴＢ）を用いて、ブ
レーキパッドに対してせん断試験（ＪＩＳ　Ｄ４４２２）を行い、常温（２５℃）におけ
るプレッシャプレートと摩擦材の接着強度（平均値、最小値および最大値）を測定した。
また、せん断後にプレッシャプレート上に残存する摩擦材の残存率（＝残存した摩擦材の
面積／被接着面の面積）を求め、残存率が１００％であるものを「良（○）」と、８０％
以上１００％未満のものを「可（△）」と、８０％未満のものを「不良（×）」と評価し
た。
【００９３】
　　（ｂ）３００℃における接着強度
　ブレーキパッドを３００℃に加熱したこと以外は、（ａ）と同様にしてせん断試験を行
い、３００℃におけるプレッシャプレートと摩擦材の接着強度を測定するとともに、残存
率を求め、その評価を行った。
【００９４】
　　（ｃ）耐食性
　ブレーキパッドの表面に、霧吹きを用いて５質量％の塩水２ｍＬを噴霧し、温度５０℃
、湿度９０％に保持した恒温恒湿層内に２４時間放置するサイクルを、５サイクル行う塩
水噴霧試験を行い、プレッシャプレートの表面に錆が発生しなかったものを「良（○）」
と、錆が発生したものを「不良（×）」と評価した。これらの評価試験の結果を表５に示
す。
【００９５】
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　（実施例２－２～２－２７、比較例２－１～２－４）
　プレッシャプレートの表面を、表３に示す方法および条件で処理したこと以外は、実施
例２－１と同様にしてブレーキパッドを得た。これらのブレーキパッドについて、（ａ）
常温における接着強度、（ｂ）３００℃における接着強度、および、（ｃ）耐食性を、そ
れぞれ評価した。プレッシャプレートの表面の性状（表面粗さ、各層の厚さ）を表４に、
評価試験の結果を表５に示す。また、比較例２－１（ガス軟窒化のみ）および２－３（塩
浴軟窒化）のプレッシャプレートの断面ＳＥＭ像を図２および図３に示す。
【００９６】
　（実施例２－２８）
　圧縮空気式ドライブラスト装置（新日本工機サービス株式会社製、ｅ―ブラスター）を
用いて、ホワイトアルミナ製のグリッド（グリッド番号：＃６０、株式会社不二製作所製
、フジランダム　ＷＡ－６０）を用いて、０．３ＭＰａのエア圧、６０秒の処理時間で、
ドライブラスト処理をプレッシャプレートに施した。ドライブラスト処理後、プレッシャ
プレートの表面をアルカリ洗浄液（日本シー・ビー・ケミカル株式会社、ケミクリーナ５
７６）により洗浄し、３０℃の圧縮空気を吹き付け、その表面を乾燥させた。乾燥後、直
ちに、炭化水素系洗浄液（日本グリース株式会社製、ＡＹクリーン　Ａ－７８Ｌ）を用い
て、プレッシャプレートを減圧下で浸漬させることにより洗浄し、表面に残存する水分を
完全に除去した。このとき、プレッシャプレートの表面近傍の断面を走査型電子顕微鏡お
よびＸ線回折装置により観察した結果、その表面には、酸化皮膜が存在しないことが確認
された。
【００９７】
　乾燥および洗浄工程後、実施例２－１と同様にしてブレーキパッドを得た。これらのブ
レーキパッドについて、（ａ）常温における接着強度、（ｂ）３００℃における接着強度
、および、（ｃ）耐食性を、それぞれ評価した。プレッシャプレートの表面の性状（表面
粗さ、各層の厚さ）を表４に、評価試験の結果を表５に示す。
【００９８】
　（実施例２－２９～２－３４）
　粗面化処理工程を、平置式ウェットブラスト装置（マコー株式会社製、ココット）を使
用し、プレッシャプレートの表面を表３に示す方法および条件で処理したこと以外は、実
施例２－１と同様にしてブレーキパッドを得た。これらのブレーキパッドについて、（ａ
）常温における接着強度、（ｂ）３００℃における接着強度、および、（ｃ）耐食性を、
それぞれ評価した。プレッシャプレートの表面の性状（表面粗さ、各層の厚さ）を表４に
、評価試験の結果を表５に示す。
【００９９】
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【表３】

 
 
【０１００】
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【表４】

【０１０１】
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【表５】

【０１０２】
　（実施例２－３５～２－３８）
　接着剤として、表６および表７に示すものを使用したこと以外は、実施例２－１５と同
様にしてブレーキパッドを得た。これらのブレーキパッドについて、（ａ）常温における
接着強度、（ｂ）３００℃における接着強度、および、（ｃ）耐食性を、それぞれ評価し
た。これらの評価試験の結果を表７に示す。
【０１０３】
　（比較例２－５）
　接着剤として、表６および表７に示すものを使用したこと以外は、比較例２－１と同様
にしてブレーキパッドを得た。このブレーキパッドについて、（ａ）常温における接着強
度、（ｂ）３００℃における接着強度、および、（ｃ）耐食性を、それぞれ評価した。こ
れらの評価試験の結果を表７に示す。
【０１０４】
　（比較例２－６）
　接着剤として、表６および表７に示すものを使用したこと以外は、比較例２－２と同様
にしてブレーキパッドを得た。このブレーキパッドについて、（ａ）常温における接着強
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度、（ｂ）３００℃における接着強度、および、（ｃ）耐食性を、それぞれ評価した。こ
れらの評価試験の結果を表７に示す。
【０１０５】
　（比較例２－７）
　接着剤として、表６および表７に示すものを使用したこと以外は、比較例２－３と同様
にしてブレーキパッドを得た。このブレーキパッドについて、（ａ）常温における接着強
度、（ｂ）３００℃における接着強度、および、（ｃ）耐食性を、それぞれ評価した。こ
れらの評価試験の結果を表７に示す。
【０１０６】
【表６】

【０１０７】
【表７】

【符号の説明】
【０１０８】
　１　ブレーキパッド
　２　プレッシャプレート
　３　摩擦材
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